
凡例
：指定都市 ：特別区

○特別市（仮称）（全ての都道府県・市町村の
事務を処理・都道府県の区域外）

・ 二重行政の完全解消など大きな意義があるが、
住民代表機能のある区の必要性、警察事務の
分割による懸念など、更に検討が必要

○特別区制度の他地域への適用（大阪市等人口200万以上の指定都市等の区域を対象）
・ 「大都市地域特別区設置法」により道府県に特別区を設置する際の留意点を明示（例：特別区の設置により国
や他の地方公共団体の財政に影響が生じないよう特に留意、事務分担・税財源配分は東京の仕組みを基本）

第３０次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の
行政サービス提供体制に関する答申」のポイント

◎指定都市制度の改革

・ 「二重行政の解消」

・ 「都市内分権」による住民自治の強化（条例で区役所の事務を規定、区長の役割を強化（人事・予算等）、区長
を特別職にすることを可能に（市長が議会同意を得て選任））

・都道府県から指定都市への事務移譲（３５事務など、例：都市計画区域マスタープ
ランの決定権限、県費負担教職員の給与負担）とこれに伴う税源配分の見直し
（税源移譲や税交付金など）

・都道府県と指定都市の様々な問題を調整する協議会の設置、協議が調わない場
合の裁定等の創設

地域 指定都市

北海道 札幌市(191万)

東北 仙台市(104万)

関東
横浜市(368万)、川崎市(142万)、
さいたま市(122万)、千葉市(96万)、
相模原市(71万)

北陸 新潟市(81万) 

中部
名古屋市(226万)、浜松市(80万)、
静岡市(71万)

近畿
大阪市(266万)、神戸市(154万)、
京都市(147万)、堺市(84万)

中国 広島市(117万)、岡山市（70万）

四国

九州
福岡市(146万)、北九州市(97万)、
熊本市(73万)

沖縄

※括弧内はH２２年人口国勢調査人口

○都区制度（特別区（23区、895万））
・ 都から特別区への更なる事務移譲を
検討

・ 社会経済情勢の変化を踏まえた特別
区の区域の見直しを検討

○中核市、特例市制度
・ 現在の特例市に一層の事務の移譲を可能とするため、人口20万以上であれば保健所を設置
することにより中核市となる形で両制度を統合
（現在の特例市が少なくとも従来処理してきた事務を処理し続けることを前提）

①大都市制度の改革

資料１
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は、地方中枢拠点都市のイメージ
（地方圏の指定都市、中核市、特例市、
人口20万以上の市のうち、昼夜間人口
比率１以上で圏域を支える都市）

は、三大都市圏

②基礎自治体の行政サービス提供体制～人口減少社会（平成６０年（２０４８年）に１億人を下回ると予測）において

も人々の暮らしを支える地方中枢拠点都市等を中心とした圏域を形成～

◎今後の基礎自治体の行政サービス提供体制の構築

・ 自主的な合併や市町村間の広域連携、都道府県による
補完など多様な手法の中から各市町村が最も適したものを
自ら選択

◎「平成の合併」後の基礎自治体

・ 合併により、広域的なまちづくり等の成果がある一方、専門
職員の不足等の課題も存在

・ 合併による行政区域の広域化を踏まえた財政措置が必要

◎ 新たな広域連携

・ 「地方中枢拠点都市」等を中心とした連携（地方中枢拠点都市
等に対して、圏域における役割に応じた適切な財政措置）

・ それ以外の定住自立圏施策の対象地域では定住自立圏の
取組を一層促進

・ 地方中枢拠点都市等から相当距離がある等、市町村間の
広域連携が困難な場合は、都道府県による補完も選択肢

・ 同程度の規模・能力がある都市の間で、水平・相互補完的、
双務的な役割分担を促進

三大都市圏

地方圏

地方公共団体間
の柔軟な連携を
可能とする仕組み
を制度化
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【三大都市圏】

水平的・相互補完的、
双務的な役割分担

三大都市圏域全体の調整
（引き続き検討が必要）

◎ ： 三大都市圏の中心区域
○ ： 周辺市町村

新たな広域連携イメージ図（市町村間の広域連携と都道府県による補完）

【地方圏】

◎ ： 地方中枢拠点都市
○ ： 定住自立圏の中心市

： 各圏域の市町村
◇ ： 地方中枢拠点都市や中心市から相当距離がある市町村等
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